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改
正
地
方
自
治
法
、
特
に
国
が
地
方
自
治
体
に
指
示

で
き
る
「
補
充
的
指
示
権
」
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
の
本

旨
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
恐
れ
は
な
い
か
。

　
　

国
が
地
方
自
治
体
へ
の
指
示
権
を
行
使
す
る
際
は
、

地
方
自
治
の
本
旨
で
あ
る
「
住
民
自
治
」
と
「
団
体
自
治
」

の
理
念
に
基
づ
き
、
地
方
の
自
主
性
と
自
立
性
を
尊
重
す

べ
き
で
あ
る
。
国
は
地
方
と
緊
密
な
情
報
共
有
や
意
思
疎

通
を
図
り
、
地
方
の
実
情
を
考
慮
し
た
指
示
内
容
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
住
民
自
治
と
団
体
自
治
を
確
保
す

る
た
め
、
様
々
な
首
長
と
意
見
交
換
し
て
い
く
。

民
間
委
託
学
校
給
食
調
理
員
の
賃
金
と
人
員
体
制
は

　
　

最
低
賃
金
引
き
上
げ
に
対
す
る
市
の
対
応
や
、
委
託

業
者
の
運
営
に
対
す
る
予
算
確
保
の
状
況
は
ど
う
か
。

　
　

委
託
業
者
の
調
理
員
の
賃
金
は
、
各
事
業
者
が
独
自

に
定
め
て
お
り
、
市
は
関
与
し
な
い
た
め
調
査
は
行
っ
て

い
な
い
。
調
理
員
の
配
置
状
況
は
、
契
約
前
に
市
の
基
準

と
照
合
・
確
認
し
、
契
約
後
も
栄
養
士
が
巡
回
指
導
で
適

切
性
を
確
認
し
て
い
る
。
業
務
委
託
は
、
３
年
間
の
長
期

契
約
を
結
ん
で
お
り
、
約
８
割
が
調
理
員
の
人
件
費
だ

が
、
令
和
５
年
度
に
事
業
者
か
ら
人
件
費
高
騰
に
対
応
す

る
要
望
が
あ
り
、
令
和
６
年
度
か
ら

は
最
低
制
限
価
格
を
設
定
し
た
。
契

約
期
間
中
の
変
更
契
約
は
、
事
業
者

か
ら
相
談
が
あ
れ
ば
予
算
確
保
を
含

め
検
討
し
た
い
。

　
　

上
越
市
表
彰
の
意
義
と
、
市
民
や
地
域
社
会
に
与
え

る
具
体
的
な
効
果
は
何
か
。

　
　

市
政
の
進
展
、
産
業
の
振
興
、
文
化
の
向
上
、
市
民

の
福
祉
の
増
進
に
尽
く
し
、
そ
の
功
績
が
著
し
い
方
や
、

市
民
の
模
範
と
な
る
優
れ
た
行
い
を
さ
れ
た
方
を
表
彰

し
、
長
年
に
わ
た
る
活
動
な
ど
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
制
度
で

あ
り
、
当
市
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

　
　

若
者
へ
の
表
彰
に
つ
い
て
、
市
の
考
え
は
。

　
　

若
者
の
活
躍
に
焦
点
を
当
て
た
顕
彰
の
方
法
と
し

て
、
上
越
市
表
彰
を
活
用
す
る
こ
と
は
同
制
度
の
趣
旨
を

踏
ま
え
る
と
困
難
で
あ
る

が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
て
若

者
の
活
動
を
紹
介
す
る
な

ど
、
工
夫
し
た
い
。

こ
ど
も
プ
ー
ル
廃
止
の
背
景
と
今
後
の
活
用
は

　
　

12
か
所
の
こ
ど
も
プ
ー
ル
を
廃
止
す
る
理
由
は
。

　
　

老
朽
化
が
進
み
、
令
和
５
年
度
は
ピ
ー
ク
時
の
１
割

程
度
に
利
用
者
が
減
少
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
関
係
者
へ

の
聞
き
取
り
を
行
っ
た
結
果
、
必
要
性
の
低
下
が
確
認
さ

れ
た
た
め
、
廃
止
を
決
定
し
た
。

　
　

跡
地
利
用
計
画
や
、
地
域
の
意
見
の
募
集
予
定
は
。

　
　

地
元
か
ら
は
、
芝
生
広
場
の
拡
張
や
多
様
な
世
代
が

利
用
で
き
る
公
園
へ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
等
の
要
望
が
出

て
い
る
。
地
域
の
声
を
も
と
に
、
令
和
７
年
度
中
に
再
整

備
の
方
向
性
を
決
定
で
き
る
よ
う
協
議
を
進
め
る
。

　
　

令
和
６
年
４
月
、
国
は
ク
マ
類
を
新
た
に
指
定
管
理

鳥
獣
に
加
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
市
の
被
害
防
止
対
策
は
ど

う
拡
充
さ
れ
、
そ
の
効
果
は
ど
う
か
。

　
　

こ
の
指
定
に
よ
り
、
国
か
ら
県
に
対
し
て
、
捕
獲
や

被
害
対
策
等
に
係
る
財
政
支
援
が
手
厚
く
な
る
な
ど
、
こ

れ
ま
で
以
上
の
対
策
が
と
ら
れ
る
も
の
と
期
待
す
る
。

　
　

近
年
、
全
国
で
も
街
な
か
へ
の
ク
マ
の
出
没
が
あ

り
、
市
民
か
ら
不
安
の
声
も
聞
く
が
、
安
心
安
全
の
た
め

の
対
策
は
ど
う
か
。

　
　

現
在
、
環
境
省
の
ク
マ
類
の
出
没
に
対
応
す
る
体
制

構
築
事
業
に
採
択
さ
れ
、
同
省
に
お
い
て
ク
マ
の
生
息
状

況
調
査
と
出
没
ル
ー
ト
の
解
明
、
生
息
域
を
示
す
ゾ
ー
ニ

ン
グ
マ
ッ
プ
の
作
成
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
市
民
へ
の

周
知
は
、
ク
マ
の
生
態
や
自
身
の
身
を
守
る
手
法
を
学
ぶ

学
習
会
の
開
催
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
全
戸
配
布
な
ど
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
令
和
６
年
10
月
に
は
上
越
市
大
型

獣
出
没
対
応
研
修
会
を
実
施
し
、
市
街
地
に
出
没
し
た
際

の
捕
獲
や
周
辺
住
民
へ
の
周
知
、
連
携
手
法
の
確
認
・
共

有
を
行
っ
た
。

　
　

ク
マ
出
没
が
多
い
地
域
の
放
任
果
樹
な
ど
の
除
去

に
つ
い
て
、
補
助
金
制
度
の
検
討
を
望
む
が
ど
う
か
。

　
　

集
落
環
境
診
断
を
実
施
し
、
町
内
会
が
農
地
や
集
落

周
辺
の
草
刈
り
、
放
任
果
樹
の
果
実
の
処
分
な
ど
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
除
去
に
対
す
る
補
助
は
、
他
自
治
体
で
の

手
法
等
を
参
考
に
し
つ
つ
、
地
域
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら

研
究
し
て
い
き
た
い
。 宮

﨑　
朋
子
（
つ
な
ぐ
）

深
刻
化
す
る
鳥
獣
被
害

対
策
に
ど
う
取
り
組
む
？

山
本　
佳
洋
（
市
民
ク
ラ
ブ
）

改
正
地
方
自
治
法

市
の
対
応
は

降
旗　
太
地
（
久
比
岐
野
）

若
者
へ
の
表
彰

市
の
考
え
は
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